
　第１号被保険者（65歳以上の人）の介護保険料
は、３年に１度改定されます。令和３年度から
令和５年度までの３年間の介護保険サービスに
必要な費用（介護給付費）を推計し、この額の
23％を第１号被保険者が負担することとなって
います。
　65歳以上の要介護認定者数の増加とともに、
令和５年度までの介護保険サービスに必要な費
用は増加していく見込みで、基準となる第５段
階の保険料は年額69,600円に設定されました。
　保険料の段階は引き続き12段階とし、皆さん
の負担能力に応じたきめ細かい設定となってい
ます。
問介護保険課☎（29）2511

令和３年度からの
介護保険料のお知らせ

介護給付費と
　65歳以上要介護等認定者数の推移
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65歳以上要介護等認定者数（R3年度以降推計）

介護給付費（推計）
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対　象　者 段　階 年　額
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者、公的年金等収入額と合計所得金
額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計が80万円以下 第１段階   20,880円

公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額
の合計が80万円を超え120万円以下 第２段階   34,800円

公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額
の合計が120万円を超える 第３段階   48,720円

本人は市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等
雑所得を控除した金額の合計が80万円以下 第４段階   62,640円

本人は市民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等
雑所得を控除した金額の合計が80万円を超える 第５段階   69,600円

合計所得金額が120万円未満 第６段階   76,560円
合計所得金額が120万円以上210万円未満 第７段階   87,000円
合計所得金額が210万円以上320万円未満 第８段階 104,400円
合計所得金額が320万円以上500万円未満 第９段階 111,360円
合計所得金額が500万円以上750万円未満 第10段階 121,800円
合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 第11段階 128,760円
合計所得金額が1,000万円以上 第12段階 135,720円

令和３年度からの介護保険料年額

※長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合、合計所得金額から当該特別控除額を控除します  
※第１～５段階における「合計所得金額」は、これに給与所得が含まれる場合、当該給与所得については、給与所得の金　　
　額（給与所得と公的年金等雑所得の双方を有する場合の所得金額調整控除があるものは、その控除前の額）から10万円
　を控除して得た額（その額が０円を下回る場合は０円とする）により算定します
※第６～12段階における「合計所得金額」は、これに給与所得または公的年金等雑所得が含まれる場合、当該給与所得お
　よび公的年金等雑所得の合計額については、給与所得および公的年金等雑所得の合計額から10万円を控除して得た額　
　（その額が０円を下回る場合は０円とする）により算定します

世
帯
全
員
が

市
民
税
非
課
税

本
人
が
市
民
税
課
税

3 2021.5.15



目次

02　令和３年度からの介護保険料
　　のお知らせ

04　国道２号と国道188号の
　　バイパス整備について

06　くらしの情報

14　おでかけ情報

17  地球温暖化防止エコラムなど

18　くらしの相談窓口など

20　人権啓発コーナーなど

21　ふるさと歴史アラカルト
　　岩国市人口・世帯など

22　休日在宅医療機関など

耳の不自由な人など電話で問い合
わせができない人は　（21）3337FAX

表紙の説明

神楽体験授業
（岩国高等学校坂上分校）

　４月22日、岩国高等学校坂上分
校で、山代神楽連絡協議会から指
導者を招き、神楽体験授業が行わ
れました。生徒たちは、神楽の歴
史などを学んだ後、神楽の衣装を
身に着けたり、楽器の演奏を体験
したりして郷土芸能に触れました。

～４月からの改正～

● 要介護認定の有効期間の延長
　更新認定の有効期間の上限が、従来の36カ月から48カ月
に延長されました。

～８月からの改正～

● 特定入所者介護（予防）サービス費の見直し
　低所得の人が介護保険施設や短期入所を利用する場合の
食費および居住費の負担軽減制度（介護保険負担限度額認
定証）について、８月利用分から、食費の助成段階と助成
要件となる預貯金などの基準が変更されます。
● 介護保険高額介護（予防）サービス費の見直し
　介護サービスを利用している人のうち、市民税課税世帯
の人は、８月利用分から収入要件によって高額介護サービ
ス費の世帯の上限額が変更されます。

 　 介護保険制度改正のポイント

 介護保険サービス事業所を探すには

　山口県介護保険情報ガイドかいごへるぷやまぐち
ホームページ内の事業所検索ページで、利用したい
サービス内容や地域などを選択し、山口県内の介護
保険サービス事業所を検索できます。

山口県介護保険情報総合ガイド
かいごへるぷやまぐち

　厚生労働省の介護事業所・生活関連情報検索内の
介護サービス情報公表システム検索ページで全国の
介護保険サービス事業所を検索できます。サービス
内容や費用など、詳しい情報についても掲載されて
います。

介護サービス情報公表システム
（厚生労働省ホームページ）
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